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   調布市制限付き一般競争入札実施基準 

 

 

第１ 趣旨 

  この基準は，調布市制限付き一般競争入札要綱（平成２１年調布市要綱第

１０号。以下「要綱」という。）第１３の規定に基づき，制限付き一般競争

入札の実施について必要な事項を定めるものとする。  

第２ 対象工事等 

  制限付き一般競争入札は，次の各号に掲げる建設工事等に係る契約（単価

契約を除く。）について行う。 

 (1) 設計金額が５００万円（消費税及び地方消費税を含む。以下同じ。）以

上の建設工事 

 (2) 設計金額が５００万円以上の工事に係る設計，調査及び測量の業務委託  

 (3) 前２号に掲げるもののほか，市長が制限付き一般競争入札により実施す

ることが適当と認めた建設工事等 

第３ 対象者の範囲 

  要綱第３に規定する対象工事等の種類及び設計金額による対象者の範囲は，

別表に定めるところによる。 

２ 前項の規定にかかわらず，次の各号に該当する契約の対象者の範囲は，別

に定めることができる。 

 (1) 議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例（昭和

３９年調布市条例第１７号）第２条に規定する契約  

 (2) 調布市公共工事共同請負方式取扱要綱（平成７年調布市要綱第４２号）

に基づき特定建設工事共同企業体を結成して行う契約  

 (3) 制限付き一般競争入札に付し，不調又は中止となった契約と同一又は同

種の契約 

 (4) 調布市総合評価落札方式の試行実施に関する要綱（平成２２年４月２０



 

日要綱第１０２号）に基づく総合評価落札方式による入札  

 (5) 対象工事等の金額，内容及び入札に参加することができる者の数等の状

況により市長が必要と認める契約 

 

 

   附 則 

１ この基準は，平成２１年４月１日から施行する。  

２ 平成２６年４月１日から平成２８年３月３１日までの間に地方自治法施行

令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の６及び調布市契約事務規則（昭

和３９年調布市規則第３３号）第６条の規定による公示をする制限付き一般

競争入札による契約に係る第４第１項及び別表第１項の規定の適用について

は，次の各号に掲げるとおりとする。 

 (1) 第４第１項の表 

設計価格 入札参加可能者数 

1,000 万円未満 5 者以上 

1,000 万円以上 5,000 万円未満 8 者以上 

5,000 万円以上 1 億 5,000 万円未満 10 者以上 

1 億 5,000 万円以上 20 者以上 

 (2) 別表第１項 

業種 設計金額 

対象者の範囲 

建設業

許可 
経審の総合評定値 地域区分 

道路舗装工事 

水道施設工事 

下水道施設工事 

一般土木工事 

建築工事 

3,000 万円未満 

一般 

特定 

1,000 点未満 

市内本店 

3,000 万円以上 

5,000 万円未満 

500 点以上 

1,200 点未満 

5,000 万円以上 

7,000 万円未満 

600 点以上 

1,200 点未満 

7,000 万円以上 

9,000 万円未満 

9,000 万円以上 

1 億 5,000 万円未満 
市内本店・支店 

1 億 5,000 万円以上 

3 億円未満 
特定 750 点以上 

市内本店・支店 

多摩地域本店・支店 



 

 

3 億円以上 
市内本店・支店 

都内本店・支店 

電気工事 

給排水衛生工事 

空調工事 

その他の工事 

3,000 万円未満 

一般 

特定 

1,000 点未満 

市内本店 
3,000 万円以上 

5,000 万円未満 500 点以上 

1,200 点未満 5,000 万円以上 

7,000 万円未満 

7,000 万円以上 

1 億 5,000 万円未満 

600 点以上 

1,200 点未満 
市内本店・支店 

1 億 5,000 万円以上 

3 億円未満 
特定 750 点以上 

市内本店・支店 

多摩地域本店・支店 

3 億円以上 
市内本店・支店 

都内本店・支店 

３ 前項の規定は，調布市総合評価落札方式の試行実施に関する要綱（平成  

２２年調布市要綱第１０２号）に基づき実施する制限付き一般競争入札につ

いては適用しない。 

   附 則（平成２３年２月１４日） 

１ この基準は，平成２３年４月１日から施行する。  

２ この基準による改正後の調布市制限付き一般競争入札実施基準の規定は ,

この基準の施行の日以後に実施する制限付き一般競争入札の公示に係るもの

について適用し，同日前に実施した制限付き一般競争入札の公示に係るもの

については，なお従前の例による。 

   附 則（平成２４年２月１３日） 

 この基準は，平成２４年２月１３日から施行する。  

   附 則（平成２５年２月１３日） 

 この基準は，平成２５年２月１３日から施行する。  

   附 則（平成２６年３月１４日） 

１ この基準は，平成２６年４月１日から施行する。  

２ この基準による改正後の調布市制限付き一般競争入札実施基準の規定は ,

この基準の施行の日以後に実施する制限付き一般競争入札の公示に係るもの

について適用し，同日前に実施した制限付き一般競争入札の公示に係るもの

については，なお従前の例による。 

附 則（平成２７年３月２０日） 



 

 この基準は，平成２７年３月２０日から施行する。  

附 則（平成２８年３月３１日） 

１ この基準は，平成２８年４月１日から施行する。  

２ この基準による改正後の調布市制限付き一般競争入札実施基準の規定は ,

この基準の施行の日以後に実施する制限付き一般競争入札の公示に係るもの

について適用し，同日前に実施した制限付き一般競争入札の公示に係るもの

については，なお従前の例による。 

附 則（令和７年１月３１日） 

１ この基準は，令和７年４月１日から施行する。 

２ この基準による改正後の調布市制限付き一般競争入札実施基準の規定は ,

この基準の施行の日以後に実施する制限付き一般競争入札の公示に係るもの

について適用し，同日前に実施した制限付き一般競争入札の公示に係るもの

については，なお従前の例による。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

別表（第３関係） 

 １ 工事請負 

業種 設計金額 

対象者の範囲 

建 設

業 許

可 

経審の総合評定値 地域区分 

道路舗装工事 

水道施設工事 

下水道施設工事 

一般土木工事 

建築工事 

3,000 万円未満 

一般 

特定 

1,000 点未満 

市内本店 

3,000 万円以上 

5,000 万円未満 

500 点以上 

1,200 点未満 

5,000 万円以上 

9,000 万円未満 

600 点以上 

1,200 点未満 

9,000 万円以上 

1 億 5,000 万円未満 
600 点以上 

1 億 5,000 万円以上 

3 億 5,000 万円未満 
特定 750 点以上 

市内本店・支店 

3 億 5,000 万円以上 
市内本店・支店 

都内本店・支店 

電気工事 

給排水衛生工事 

空調工事 

その他の工事 

3,000 万円未満 

一般 

特定 

1,000 点未満 

市内本店 

3,000 万円以上 

7,000 万円未満 

500 点以上 

1,200 点未満 

7,000 万円以上 

2 億円未満 
600 点以上 

2 億円以上 

3 億円未満 
特定 750 点以上 

市内本店・支店 

多摩地域本店・支店 

3 億円以上 
市内本店・支店 

都内本店・支店 

 ※ 入札参加資格申請に必要な経審（建設業法（昭和２４年法律第１００

号）第２７条の２３第１項の規定に基づき国土交通大臣又は都道府県知事

が行う経営事項審査をいう。）の業種が複数ある業者については，最も高い

総合評定値を適用する。 

 ２ 工事に係る設計，測量等の委託 

業種 設計金額 
対象者の範囲 

地域区分 

工事に係る設計 ,

調査及び測量 
500 万円以上 

市内本店・支店 

都内本店・支店 

 


